
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

救

急

病

院

の

指

定

医

療

推

進

課

○

〃

〃

○

〃

〃

○

保

安

林

の

指

定

予

定

治

山

課

○

土

地

収

用

法

に

基

づ

く

事

業

の

認

定

監

理

課

【

公

告

】

○

県

営

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

耕

地

課

○

地

域

森

林

計

画

の

案

の

縦

覧

林

政

課

○

地

域

森

林

計

画

の

変

更

案

の

縦

覧

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

平成２９年１１月２４日 第１１９４３号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
十
七
号

次
の
病
院
は
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
救
急
病
院
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

美
作
市
立
大
原
病
院

所
在
地

美
作
市
古
町
一
七
七
一

九

－

二

有
効
期
限

平
成
三
十
二
年
十
二
月
五
日

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年１１月２４日　岡山県公報　第１１９４３号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
十
八
号

次
の
病
院
は
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
救
急
病
院
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

津
山
中
央
病
院

所
在
地

津
山
市
川
崎
一
七
五
六

二

有
効
期
限

平
成
三
十
二
年
十
二
月
十
八
日

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年１１月２４日　岡山県公報　第１１９４３号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
十
九
号

次
の
病
院
は
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
救
急
病
院
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

新
見
中
央
病
院

所
在
地

新
見
市
新
見
八
二
七

一

－

二

有
効
期
限

平
成
三
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年１１月２４日　岡山県公報　第１１９４３号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

玉
野
市
石
島
字
西
之
奥
二
七
八
一
の
一
、
二
七
八
一
の
二
、
二
七
八
一
の
七
、
二
七
八
一
の
一
三

か
ら
二
七
八
一
の
一
六
ま
で
、
二
七
八
一
の
二
〇
、
二
七
八
一
の
二
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
玉
野
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。

平成２９年１１月２４日　岡山県公報　第１１９４３号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
十
一
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
二
十
条
の
規
定

。

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
業
を
認
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

起
業
者
の
名
称

瀬
戸
内
市

二

事
業
の
種
類

瀬
戸
内
市
役
所
駐
車
場
整
備
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
字
宮
後
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

瀬
戸
内
市
役
所
駐
車
場
整
備
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う

）
は
、
法
第
三
条
第
三
十

。

一
号
に
掲
げ
る
「
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
庁
舎
、
工
場
、
研
究
所
、
試
験
所
そ
の
他

直
接
そ
の
事
務
又
は
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
」
に
該
当
す
る
庁
舎
を
整
備
す
る
事
業
で
あ
る
た

め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
瀬
戸
内
市
は
、
本
件
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
財
源
措
置
を

講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
の
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
し
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
三
町
合
併
以
降
、
駐
車
場
が
不
足

（１）
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
駐
車
場
を
増
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
及
び
安
全

・
安
心
な
市
民
生
活
の
実
現
に
相
当
の
寄
与
が
見
込
ま
れ
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
①
利
用
者
（
市
民
）
の
安
全
性
を
考
慮
し
既
存
敷
地

の
近
接
地
で
あ
る
こ
と
、
②
駐
車
位
置
か
ら
市
役
所
庁
舎
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
容
易
で
あ
る
こ

と
、
③
既
存
敷
地
と
一
体
的
な
利
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
④
最
小
限
の
工
事
数
量
で
、
工
事

施
工
が
容
易
で
あ
る
こ
と
、
⑤
経
済
性
に
お
い
て
合
理
的
で
優
位
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て

平成２９年１１月２４日　岡山県公報　第１１９４３号



複
数
の
候
補
地
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
最
適
と
な
る
案
を
採
用
し
て
い
る
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は

本
件
事
業
が
環
境
影
響
評
価
法

平

、

（

（２）
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
等
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
の
対
象
事
業
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
並

び
に
起
業
地
及
び
起
業
地
周
辺
の
土
地
利
用
状
況
か
ら
保
護
の
た
め
特
別
の
処
置
を
講
ず
べ
き

動
植
物
、
文
化
財
等
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利

益
は
軽
微
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

で
述
べ
た
得
ら
れ
る
利
益
と

で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、
本

（３）

（１）

（２）

件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
市
民
か
ら
そ
の
実
現
に
対
す
る
要
望
が
強
く
、
早
急
に
施
行
さ
れ
る

べ
き
事
業
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供

さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
範
囲
に
つ
い
て
も
合
理
的
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る

と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

１
か
ら
４
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と

判
断
さ
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の

で
あ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

瀬
戸
内
市
総
務
部
契
約
管
財
課

平成２９年１１月２４日　岡山県公報　第１１９４３号



〔
四
九
八
〕
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

地

区

名

工

種

完
了
年
月
日

江

田

池

た

め

池

二
九
・

三
・
二
七

美
作
（
第
一
工
区
）

農
業
用
用
排
水
施
設

二
七
・
一
一
・
二
五

〃

（
第
二
工
区
）

〃

二
六
・

二
・
二
八

〃

（
第
三
工
区
）

〃

二
六
・

三
・
三
一

〃

（
第
五
工
区
）

ほ

場

整

備

二
九
・

三
・
二
四

〃

（
第
七
工
区
）

〃

二
九
・

三
・
二
九

〃

（
第
八
工
区
）

農

地

防

災

二
七
・

一
・
一
五

〃

（
第
九
工
区
）

〃

二
七
・

九
・
二
八

〃

（
第
十
工
区
）

暗

渠

排

水

二
七
・

九
・
二
八

き
ょ

〃

（
第
十
一
工
区
）

〃

二
九
・

三
・
二
九

平成２９年１１月２４日　岡山県公報　第１１９４３号



〔
四
九
九
〕
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
三
十
年
四
月
一
日
以
降
十
年
間
に
お
け
る
吉
井
川
森
林
計
画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
定
め
る
た

め
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に

理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

縦
覧
場
所

岡
山
県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
町
村
役
場

二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
八
日
ま
で

平成２９年１１月２４日　岡山県公報　第１１９４３号



〔
五
〇
〇
〕
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高

梁
川
下
流
森
林
計
画
区
及
び
旭
川
森
林
計
画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
変
更
す
る
た
め
、
当
該
地
域

森
林
計
画
の
変
更
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
に
、
知

事
に
理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

縦
覧
場
所

岡
山
県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
町
村
役
場

二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
八
日
ま
で

平成２９年１１月２４日　岡山県公報　第１１９４３号



〔
五
〇
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

赤
磐
市
河
本
字
石
ケ
坪
三
八
七

一
、
字
砂
田
三
八
八

一
、
三
八
九

八
、
三
九
一

七

－
－

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

赤
磐
市
高
屋
三
七
五

五
五

－

青
江

誠
也

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
一
八
号

平成２９年１１月２４日　岡山県公報　第１１９４３号



〔
五
〇
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
宿
字
前
池
尻
一
〇
二
九

三

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
茶
屋
町
四
九
二

二
ア
ネ
ッ
ク
ス
虫
明
一
〇
二
号

－

滝
口

昇

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
九
七
号

平成２９年１１月２４日　岡山県公報　第１１９４３号


